
福生市弓道連盟における矢羽の利用等に関する対応について

平成２７年６月１日

福生市弓道連盟

１．目的（基本的な考え方）

自然保護・伝統文化保護との調和を図りつつ法令等（ワシントン条約、種の保存法、鳥獣保護法）の

遵守を徹底し、各自が自らの使用する矢羽の種類について自覚し確認をするとともに、「違法性のある矢

羽を使用してはいけない」という意識をもって法令順守に向け再認識することを目的とする。

２．対象（矢羽）および対応について

①Ａ～Ｄについては、個人的に保有できるが、審査・競技会・講習会では使用禁止、他人への譲渡・

譲受禁止 トレーサビリティへの記載は、“個人的に保有のみ”の観点からすると“無用”

②１～９についてはトレーサビリティへの記載により、審査・競技会・講習会でも使用できる

国内の矢羽については、他人への譲渡・譲受禁止

③ａ（（Ａ～Ｄ １～９）以外の矢羽）についてはトレーサビリティへの記載は不要

保有、使用、譲渡、譲受も可能

記
号

矢羽の名称（俗称等） 一般名称（和名） 現在個人的に保

有するものを保

有し続けること

審査、競技会

や 講習 会で

使 用す るこ

と

他人に譲渡する

こと他人から譲

受すること

トレーサ

ビリティ

への記載

Ａ 国内の粕尾／薄美尾 尾白鷲（おじろわし） ○ × × 無用

Ｂ 輸入の粕尾／薄美尾 尾白鷲（おじろわし） ○ × × 無用

Ｃ 国内の大鳥 大鷲（おおわし） ○ × × 無用

Ｄ 輸入の大鳥 大鷲（おおわし） ○ × × 無用

１ 小笠原鵟／白鷹 鵟（のすり） ○ ○ × ○

２ 国内の大鷹／蒼鷹 大鷹（おおたか） ○ ○ × ○

３ 輸入の大鷹／蒼鷹 大鷹（おおたか） ○ ○ ○ ○

４ 国内の犬鷲／熊鷲 犬鷲（いぬわし） ○ ○ × ○

５ 輸入の犬鷲／熊鷲 犬鷲（いぬわし） ○ ○ ○ ○

６ 国内の冠鷲 冠鷲（かんむりわし） ○ ○ × ○

７ 輸入の冠鷲 冠鷲（かんむりわし） ○ ○ ○ ○

８ 国内の熊鷹／蜂熊鷹 熊鷹（くまたか） ○ ○ × ○

９ 輸入の熊鷹／蜂熊鷹 熊鷹（くまたか） ○ ○ ○ ○

ａ
上記以外の矢羽（以下凡例）

・黒鷲

・磯鷲

・大白鳥

・鳶 鴉 水鳥（各種）

禿鷲（はげわし）

鶚（みさご）

白鳥（はくちょう）

○ ○ ○ 不要



３．適正入手証明書（トレーサビリティ）の作成と維持管理

証明書（トレーサビリティ）は、矢羽の保有者自らが使用する矢の出所を明らかにするものであり、

「２項」の表に則り、該当する矢羽を所持している場合には自主的に証明書を作成し、審査、競技会、

講習会等において各自携行する。

なお適正入手証明書（トレーサビリティ）は福生市弓道連盟ホームページよりダウンロード

（ワード版／エクセル版）し、利用してください

ホームページアドレス： http://fussakyudorenmei.sakura.ne.jp/

＊記入上の注意事項を以下（①～⑫）に示す

不明な点については、空欄のままも可、年月等について不明な時は、大まかな時期等を記載。

ただし、虚偽の記載等は禁止。

①連盟個人コードを記載

②所属する地連を記載

③称号・段位を記載

④氏名（ふりがな）を記載

⑤該当する矢羽につき、「連盟個人コード－追番」を順次記載 例：1234567-1 ～ 1234567-8
⑥所有する矢羽の種類を俗称等で記載 例：熊鷹尾羽 熊鷹 犬鷲手羽 犬鷲

⑦「２項」の表を参考にして、矢羽に対する鳥の「種」の一般名称を記載 例：クマタカ イヌワシ

⑧矢の本数又は矢羽の枚数を記載

⑨入手先を記載 例：○○弓具店 △△氏 □□さん

⑩入手した年月を記載

⑪第三者に譲渡したり、廃棄したりした場合は、その旨を記載

⑫第三者に譲渡したり、廃棄したりした場合は、その年月日を記載

【矢羽の適正入手証明書（トレーサビリティ証明書）記入例】

ID ① 所属地連 ② 称号・段位 ③
ふりなが

氏名 ④

NO 矢羽番号 矢羽の種類 一般名称 本数(枚数) 入手先 入手年月
備考欄

譲渡先又は廃棄 譲渡（廃棄）年月日

１ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

～

～

10


